
大
平

明
昭

攀

フリガナ

氏  名

個人番号

生年月 日

日

卿硝読導  殿

住  所

韓

令和  年寄附分
村民税
県民税

寄付金税額控除に係 る申告特例 申請書

「個人番号」欄には、あなたの個涎番号 (行政手続における特定2個人を設屠けするための番号の不ll用等に関する法律第2条第
5項に規定する個人番号をいう。)を記載してくださヤ沈

あなたが支出した地方団体に紺する寄附金にういて、地方税法附則第7条第1項 (第 8項)の規定による寄附金税額控除に係る

申告の特伊lJ(以下「申告の伽恥 という。)の適用を受けようとするときは、下の欄に必要な事項を記載してくださヤ、

徳11)上記に記載した内容に変更があつた場合、申

"翌
年1月 10日 までに、申告特例申鰤 出書を

提出してくださし、

につ 申告の特伊l蛯雄開を勲するために申請を行つ駒 ミ、蜘 ll第 7条第銀 第 1切つ働 い珈 力斗こ該当す

る場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金(F羽戦諮号に該当する場合にあつて,よ 同号に係るものに限る。)

につしヽて申告の特例の適用は受けられなくなります。その場合に         を受けるためには、当該旬附

期 に関する事項を記載した確定申告書又
`封

河町村民税・道府県民税の申告書を提出してくださヤ、

1.当団体イこ対する寄附に関する事項

寄附金額

円

寄附年月 日

令和   年   月 日

2.申告の特例6圃昭に関する事項
申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができますも①及び②に該当する場合、それぞ

れの下の欄の国にチェックをしてくださし、(

① 地方税法附則第 7条第 1項 (第 8項)に規定する申告特例対象寄附者である

ω  ttll知 条第1項 (第8]⊃ イ

"る
申       とは、(1)及麒 2)に該当すると見込まれる者をいい

ます9

(1)地方団体に紺する寄附金を支出する争9≒矧つテ刃闇鍬こついて所得税法第120条第1項の規定による申告書を提

出する義務がない者又は同法第121条 (第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受ける者

(2)地方団体に紺する寄附金を支出する年の翌年の4月 1日 の属する年度分の市町付民税・道府県民税について、当

該寄附金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書の提出 (当該申告

書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。)を要しない者

□② 地方税法附則第7条第2項 (第 9項)に規定する要件に該当する者である

ω  地方飩岬僻勝初条第募ミ(第9η I"る 要件に該当する者とは、この申請を含め申告特励緯鶏稗列月1日 か

ら12月 31日 の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の長の駒埓以下であると見込まれる者をい
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(切り取らないでくださし、)

年寄附分 市町村民税  寄附金税額圏除に係る申告特例申請書受付書
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記入例
令和  年寄附ぢ

建⊃  地羽蛇却根llタノレ

ます。

(1)地方団体Io

出する著影効d

(2)愛りだ酢Ⅲlこ
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書の提出がさ

⑪  的 朔 渕 脚 御 カ

ら12月 31日 の間t

ヤヽま魂

剣絨蔀嘩  殿

伽 ) 上記に記載した内容に変更があつた場合、申告

( 寄付した年月

記入してくださ

・ 申詣日を記入してください。

・住所、電話番号、氏こ名 (フ リガナ)

及び生鮮月日を記入してくださし、
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「個人番号」欄とこは あなたの個人番号 納祓野続における特″ ^オ
H=学 部nt―ウユエ

あなたが支出した地方団体に紺する寄附金について、題

申告の特伊ll似下「申告の制劾 という。)の適用を受け』
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5項U欺謗
~る
伍輝鶴をいう。)を講 してくださヤ沌

  個人雷号を記入してください

個人       として、次のいずれ力■の繭 を添付してく

ださしヽ

・マイナンバーカードの夏面個腸p噴所おれている司 の写し

・マイナン′ヽ一の通知カードの写し
。マイナンパーが認載された住民票 (または住民票認識事項証

明書lの写し

また、本人確認書類として

マイナンパーカードの表面、運篇免許証又はパスポートの写し

を併せて矯付してください

1。 当団体に対する寄附に関する事項

2.申告の特例0圃昭に関する事項
申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができますも①及び②に該当する場合、それぞ

れの下の欄の回にチェックをしてくださし、

① 地方税法附則第 7条第 1項 (第 8項)に規定する申告特例対象寄附者である ご

【ご注意ください !】

以下の①と②の両方に該当している方,b氏 特例を申請することができます。

①についてⅨ下のいずれにも該当する方はチエックしてくださし七

(1) 給与所得者で、もともと確定申告の必要がない方

(2) ふるさと納翻寄付金控際の目的以外に、確定申告する目的がない方

② 地方税法附則第7条第2項 (第 9項)に規定する要件に該当する者である ご

②について本年中 (1月～12月 )に、ふるさと納税をする自治体数が「5団体以
下」の方はチエックしてくださしゝ

Z!876543
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※申語■を提出後に、お引つ越し等で住所等が変更した堀台は「変更
層出書」の提出が必騒ですので、前 照 理 螺 雄 い。
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